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被申立人

匡当 監ヨ 巨∃

原子力摸専賠償紛争解決セ ンター 御中

平成 24年 3月 22日

(被申立人)

東京都千代田区内幸町一丁 胃1番 3号

東京電力株式会社

代表者代表取締役 商 港 俊 夫
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第1 経過の概要 (請求状況及び支払状況)は次のとおり｡

礁償金の種別 請求の有無 声私の有無 支払金額支払 日時 参考事項等

仮払補償傘 □あり1なし 口あ り■な し -

滝

第 2 申立金額に対する認香は次のとおり｡

損宰項 目 申立人の主張額 瓢否 否認一認否留保の理由 予芸言聖霊 蛋び l

避葵琶費用1 (1)交通費 240,000円 (-月 □全額認める ■証拠審簸な:し口金額の相当性なし 別解参照.
額20,000円×12 □否認 □避難等が終了済み

か月) 1静香留保 □布目当因果関係なしtその他

(2)等射礼,引っ越し費用な ど ロ証拠審類なし 別紙参照O

□全額瓢める □金額の相当性なし

28,350円 E]否認 □避好等が終†済み

1認否留保 . □相当因果関係なし

←1その他

2.生専管費増加分 410,000円 ■証拠書類なし□全額認める □金額の相当性なし Ri'Tl紙参照○(1)家電尋 .自 ロ香謬 □避琴等が終了済み

転車 E静香留保 □相当因果関係なし丘その他

2.生経費増加分 葵当な額 □全額常時る FI証拠番類なし白金額の相当性なし 別解参照○(2)二重生滑に □否認 ロ避難等が終了済み

-2-



2.生括費増加分 143,090円 □全額習.める □証拠審類なt/□金額の相当性なし 別紙参照○(3)転校による □否瓢 □避顛尊が終了済み

授業料 )認否留保 口相当因果関係なし .Jそ

2,生弓管費増加分 78,970円 . □全額霞める ロ証拠審類なし□金額の相当性なし 別紙参照｡(4)転入費+鶴 ロ否認 □避難等が終了済み

行手数料 + I罷育 口相当.因果膜係なし書その他

2.生主管費増加分 20,000円 □全額瓢める 1証拠審類なし□金額の相当性なし 別紙参照○(5)通学時カツ □否常 ■ □適薬臣等が終了済み

パ .防寒着 I認否留保 □相当因果関係なし■その他

2.生括費増加分(61ゲーム機 □全額認め.る ■証拠審類なし□金額の相当性なし 別紙参照O
30,000円 ロ香う瓢 □連繋臣等が終了済み

t認否留保 □相当因果関係なし1その他

3.減収損宥 600,000円 □全額認める口否認EZ吉敷否留保 □証拠容額なし□金額の相当性なし口避難等が終了済みロ相当囚虜 関係なし且その他 別紙参照○

以 上
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(別 解)

被申立人の主張 ･意見は次のとおりですD

第 1 申立人への賠償の前提

本件事故発生時に自主的避舞等対象区域内に生清の本拠 としての住居があっ

た方 (以下 ｢自主的避難等対象者｣といいます｡)が､放射線被曝-の恐怖や不

安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞在を続けられた場合の損害屠債に

ついては､原子力損害賠償紛争審査会における中間指針追補により､一定の指針

･基準が示 されてお りますo

Lたがって､ろ被申立人 としま しては､申立人が原子力事故発生当時に自主的避

難等対象区域に居住 していたことが確羅できれば､申立人のご請求については､

中間指針追補に示された 8万円をお支払いする方針です｡

また､交通費や生曙費増加費用等の実費のご請求につきましては､ヰ 間指針追

補において｢これらを合算 した額を同額 として算定するのが公平かつ合理的な算

定方漁 と詞.められる｣ と規定されてお ります｡

一方､原子力猿害賠償紛争解釈センタ一･の統括基準によれば､ ｢当骸実費等の

損害が賠償すべき損害に当たるか どうかを判断するには､以下の要素を給合的に

考慮するもの｣とされ､各要素 として① 自主的連難を実行 したグループに子供又

は妊婦が含まれていたか どうか､②自主的避難の実行を開始した時期及び継続し

た時期､(釘当該各時期における放射線畳に関する情報の有無及び情報があった堤

合にはその内容､⑥当該実費等の損事の具体的内容､額及び発生時期が挙げられ

ています｡

そ=.で､被申立人としま しては､申立人の請求 している二重生活における生活

増加分等の緒求において､転校に関するご事情が上記

を確認 させていただ くとともに､申立人が通学している一･:'b :･.､こ-: ~二 T1-::.
学校はなかったのか等のご事

を踏まえつつ､中間指針追-i_:し~二

山へ転入をした経緯や､他に自宅から通える距離t

情を明らかにしていただいたうえで､仲介委員の

槍に示 された額の増額について別途検討 させていただきたいと考えてお ります｡

以上
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別紙2

24年 5月 28日

送付状 . __________ 二 一 _ __ 一 .__

二重 -_ ニ:i:: -I _

弁-

Fro正し

原子力損率賂償紛争解決センター 原子力韻 事賂償紛争和解伸介室

ち 〒105-0004東京都琴区新橋1-9J (COl新橋ビル3巧

TEL

1 上記事件の口頭審理期 日を下記のとおり実施しますので､何卒よろしくお願い

いたします｡

記

言 霊 芸窯 莞警無 )*f%̂ 1! zF@2時 3｡分

場 粛 原子力損音賠償紛争解散センター 東京事務所_4階 (最寄駅 ‥新橋駅)

※申立人は電話会敦にて参加予定

I
2 申立人の主張を整理 した電話嘩取報告審 2及びその根拠 となる袈料一式並びに

同報告蕃添付の別耗2を爾査官が修正したものを送付いたします｡

修正したものを作成 した窺経として臥く①電話聴取報告魯2を作成後､.*立入

の本賠償請求の審類一式のご提供を受け､②その中で平成 23年4月分の電気料

金を示す資料 (｢その他請求明細｣の領収春番号5)が新たに見つかったため､.

'③その資料を反映した金額に別紙 2を修正 したというものです｡申立人には､別

与紙2をそのように修正することについて､了解を得ておりますC

3 今回の送付蓉琴及び既にお送りしている平成 24年4月 6日付電話聴取報告啓

に基づき､答弁番で留保していた認否を､ 6月 15日 (金)までに専有にて明ら

かにして下さい｡

軒象者｣と住

ま､いわゆる

まなく､双葉

なお､被申立人は､答弁者において､申立人らを

置づけて認否してお られますが､伸介委員 としては､

自主的避難 として双葵町の学校から郡山市の学校に毒

町の学校が警戒区域内に入ったた糾 こ転校を余儀なくされたものであることか



ら､ r対象区軍内にあった勤務先が本件事故により移転､休業を余儀なくされたl

(中間籍針簾3-8備考7)場合に類似するものとして､負捜した (増加した)

実費は原則として賭倣されると解する余地があるものと理解しております｡

そのため､落雷をされるにあた-ては､申立ノ¶ ■ を ｢自主的避難等対象者｣
として捉えた場合の認否に加えて､ ｢対象区域内にあった勤務先が本件事故によ

り移転､休業を余儀なくされたJ (中間指針第 3-8備考7)と捉えた場合の仮.

定的な雷管も併せてご説明いただきますよう̀､お願い申し上げます｡I

その他､何かご不明な点があれば､担当調査官までお問い合わせ下さいo _

t

送付審類

1.電話聴取報告審2

2.写真アルバム一式

3.電気代.･ガス代 ･水道代の資料一式 (通帳､請求書等)

4.別祇2 (調査官修正版)

以上



一 別紙3

平鹿1 軒
申 真 人

被申立人

臣∃ ∵ EZg 巨∃

平成24年6月i8月

原子力線事賭償紛争廃決センター 御中

(被申立人)

東京都千代田区内串町一丁日1番3号

東京電力株式会社

代表者代表取蹄復 啓 滞 俊 夫
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被申立人の主張 ･意見練次のとおりです｡

第 1 申立

1 申立

た勤欝:__=_二=_こ巨

のお立場について

について,r自立的避難琴対象軌 ではなく,｢対象区域内にあっ
故により移転,休業を余儀なくされたl(中間指針第3二 8備考7)

者として,検討するよう仲介貴且よりご樺示がありました｡ 一

2(1)豆ず,本件のように.通学していた学校が響流区域内にあったため,本件串故

により転校を余儀なくされた場合について,中間指針や過稀等には何ら定めはありま

せん｡

(2)また,上詑 r対象区域内にあった勤務先が本件事故により移転,休業を余儀なく

され･た｣番合に,その者が被った親晋の賠償が必事となるの推,被尊者が生滑の糧と

なる収入が碗少,あるいは完全に断たれたと判断されるためですb

読 芸志芸･く笠 TC:Bi,篇 ESi･,誤 認 吉viF-9際 鷲 禁 忌 読 了諾

いは尭全に断たれたという関係に結ありません｡したがって,上記中間相針を本
件において類推適用することも理論的に困熊だと考えます｡

(3)さらに,申立人によりますと.自宅

-バーであったことなどから,転校先の

されておりますが,ご自宅周辺には

校に転校することができなかった讃

える仙台の

言う閉 :i
校結束に定見オ

なかった ど主張

学校もあることから,･かか魂■匝
もご醜明麻いたいと存T,ます.

以上
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和 解 契 約 書 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）について、申立人Ｘ１及び同Ｘ２（以下「申立人ら」という。）と被申立人

東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
１ 和解の範囲 
  申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）に

ついて和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないこ

とを相互に確認する。 
記 

       損害項目 別紙記載のとおり 
       期  間 自 平成２３年３月１１日 
            至 平成２４年３月３１日 
２ 和解金額 
  被申立人は、前項の損害項目及び期間についての和解金として、申立人Ｘ１に

対して金４２万６８３４円、同Ｘ２に対して金１１２万７０６８円の支払義務の

あることを認める。 
３ 支払方法 
  （省略） 
４ 清算条項 

申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目（同項記載の期間に限り、その

遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何ら

の債権債務がないことを相互に確認する。 
５ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申立人

が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本

和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 
平成２４年８月２３日 
 
 
（仲介委員 廣瀬健一郎） 

別紙 
１． Ｘ１ 
  精神的損害（本件事故により転校転居した精神的苦痛） ３０万００００円 
  就労不能損害                    １２万６８３４円 
２． Ｘ２ 
  生活費増加費用                  １１２万７０６８円 
                        合計 １５５万３９０２円   

t-kaneko
タイプライターテキスト
別紙４




